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府省庁名 周知団体数

内閣府 ６
復興庁 ２
警察庁 １０５
金融庁 ７６
総務省 １４
法務省 ４１
外務省 ２
文部科学省 １１３７

厚生労働省 ２８０

農林水産省 ２９９
経済産業省 950
国土交通省 ３５３
環境省 29
防衛省 １
財務省 ３０
消費者庁 １
こども家庭庁 ６
合計 3,3３２

源泉徴収票の提出方法の改正に係る周知依頼協力の結果について

 前回（第１０回）の連絡会議において当庁より周知予定としてご説明した、令和９年１月以降の給与所得の源泉徴収票の提
出方法の改正に係る周知について、３月末に各府省庁宛て周知を依頼。

 当庁から各府省庁等に対し、所管する①関係民間団体、②行政独立法人、③地方支部部局、④各府省庁給与担当者等を対

象として周知を依頼した結果、各府省庁等の多大なるご協力により、３,３００を超える団体等に周知が実現。

 また、令和８年9月以降（秋口以降）に令和8年分の確定申告に向けて、自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxに

よる確定申告やマイナポータル連携の積極的な利用のお願いなどの周知依頼を実施する予定。

周知内容１ 周知事績２ 令和８年４月集計
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① 制度改正（源泉徴収票のみなし提出の特例）の概要

令和９年１月以降、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、

給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、源泉徴収票の税務署

への提出が不要であることを周知。

② eLTAXを利用した給与支払報告書の提出

書面や光ディスクで提出している事業者に対しては、eLTAXに

よる給与支払報告書の提出を強力に勧奨。

③ 給与情報のマイナポータル連携

eLTAXによる給与支払報告書の提出により、給与情報もマイ

ナポータル連携の対象となり、従業員の確定申告が簡単・便利に

なることから、利便性が向上することを周知。

※周知団体数は「周知済」又は「周知予定」と報告があったものを集計。
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源泉徴収票の提出方法の改正について（リーフレット）

 給与の支払いがある全ての事業者が対象です。

【源泉徴収票の提出方法の改正】

 現在、給与支払報告書は市区町村へ、源泉徴収票は税務署へ
それぞれ提出する必要があります。

 令和５年度税制改正により、令和９年１月以降、給与支払報
告書を市区町村へ提出した場合には、源泉徴収票を税務署へ
提出する必要がなくなります。

 本改正により、提出に係る事業者（給与担当者）の事務負
担が軽減されるため、改正内容を踏まえた提出となるよう
事業者へ改正内容を幅広く周知していきます。

【eLTAXを利用した給与支払報告書の提出】

 給与支払報告書については、従業員の住所地等の市区町村に
それぞれ提出する必要があり、事業者（給与担当者）の事務
負担となっています。

 eLTAXを利用して一括提出した場合、提出先の市区町村へ
自動的に振り分けられるため、事務負担の軽減が図られます。

 現在、給与支払報告書の提出の約７０％がeLTAXを利用し
て行われているところ、今回の改正を契機に、書面や光ディ
スクにより提出している事業者に対しては、さらなる事務負
担の軽減につながるようeLTAXによる給与支払報告書の提
出を勧奨していきます。
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源泉徴収票の提出方法の改正について（リーフレット）

【Ｑ＆Ａ】

 本改正は、令和９年１月１日以降に提出すべき令和８年分以降
の給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票に適用されます。

 令和９年１月１日以降に「給与支払報告書」を市区町村へ提出し
た場合、「給与所得の源泉徴収票」の提出が不要となるほか、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」も提出不要です。

 今回の改正は、市区町村に給与支払報告書を提出する際に、
書面や光ディスクで提出した場合でも適用されますが、従業員
の方が給与情報のマイナポータル連携をご利用される場合に
は、給与支払報告書をeLTAXで提出いただく必要があります。

【eLTAXにより提出するメリット】

 市区町村から事業主に送付される個人住民税特別徴収税額通
知を電子データで受け取れるため、従業員への配付・郵送コ
ストを削減でき、ペーパーレス化を実現できます。

 本改正に伴い、令和９年１月以降、給与支払報告書の情報が
マイナポータル連携の対象となり、従業員が確定申告をする
際に、給与情報が自動で入力されるため、事業主だけではな
く、従業員の利便性も向上します。
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